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◎群馬県告示第５５号 

 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和８年３月１３日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 失効する知事指定薬物の名称 

 (1) （８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［４－（トリメチルシリル）ベンゾイル］－９，１０－ジ

デヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド（通称名１ＳＢ－ＬＳＤ）及びその塩類 

 (2) １－［１－（３－クロロフェニル）シクロヘキシル］ピペリジン（通称名３Ｃｌ－ＰＣＰ、３－Ｃｈｌｏｒ

ｏ－ＰＣＰ）及びその塩類 

 (3) ４－メチル－１－（２－メチルフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタン－１－オン（通称名２

ｍｅ－ＰｉＨＰ、２ｍｅ－ＰＨｉＰ、２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰｉＨＰ、２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰＨｉＰ）

及びその塩類 

 (4) プロパン－２－イル１－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキシラート（通称名Ｉ

ｓｏｐｒｏｐｏｘａｔｅ）及びその塩類 

２ 失効の理由 

  当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。 

３ 指定が効力を失う日 

  令和８年３月１４日 

４ 罰則の適用 

  この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。 

 

 

 

◎群馬県告示第５６号  

  土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい 

る区域を次のとおり指定する。  

    令和８年３月１３日  

                                                                        群馬県知事  山  本  一  太      

１  指定する区域  渋川市金井字大野２８５４番１の一部  

２  指定に係る特定有害物質の種類  土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の 

基準に適合していない特定有害物質の名称  水銀及びその化合物  

 

 

 

◎群馬県告示第５７号 

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。 

■ 告  示 
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令和８年３月１３日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 定期検査を行う区域 安中市 

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

３(1) 定期検査を行う日時及び場所（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項

の規定により特定計量器の所在の場所で実施する定期検査（以下「所在場所検査」という。）を除く。） 
 

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所 

令和８年４月１４日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

安中公民館 

令和８年４月１５日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

松井田庁舎 南側車庫棟 

令和８年４月１６日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

原市公民館 

令和８年４月１７日 午前１０時～正午 岩野谷公民館 

令和８年４月２０日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

安中市役所本庁 北側車庫棟 

令和８年５月８日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

安中市役所本庁 北側車庫棟 

 
備考 

(1) 一般社団法人群馬県計量協会で検査を希望する受検者は事前連絡の上、対象となる特定計量器を持ち込む

こと。 

(2) 計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定期

検査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

(2) 所在場所検査を行う日時、場所等 

ア 特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時

及び場所を連絡し調整すること。 

イ 特定計量器検定検査規則第３９条第１項第５号に該当する場合を除き、受検者は、事前に、特定計量器検

定検査規則第３９条第２項に規定する様式第１３による申請書を群馬県計量検定所に提出すること。 

４ 検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会 

 

 

 

◎群馬県告示第５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
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道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 渋川松井田線 安中市松井田町上増田字木
馬瀬１８４０番の１地先か
ら同市同字同１８３５番の
３地先まで 

前 ９．２～１５．８ １３３．６ 

後 ９．２～４０．１ １３３．６ 

 

 

 

◎群馬県告示第５９号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、伊勢崎都市計画事業を令和８年３月１

３日、次のとおり認可したので、同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月１３日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 １ 施行者の名称 伊勢崎市 

 ２ 都市計画事業の種類及び名称 伊勢崎都市計画公園事業 ３・３・４号 田部井天神沼公園 

 ３ 事業施行期間 令和８年３月１３日から令和１１年３月３１日まで 

 ４ 事業地 

(1) 収用の部分 なし 

(2) 使用の部分 群馬県伊勢崎市田部井町一丁目地内 

 

 

 

◎群馬県告示第６０号 

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」という。）第６５条第１項の規定による行政処分に

ついて、法第６９条第１項及び同条第２項において準用する法第１６条の１５第５項の規定により、次のとおり公

開の聴聞を行う。 

  令和８年３月１３日 

                                                           群馬県知事 山 本 一 太   

１ 聴聞の日時及び場所 

(1) 日時 令和８年３月２５日（水）午前１０時００分 

  (2) 場所 群馬県庁１９１会議室（１９階） 

２ 聴聞の件名 宅地建物取引業者への指示に係る聴聞 

３ 不利益処分の内容 宅地建物取引業者への指示 

４ 根拠規定 法第６５条第１項 

５ 聴聞の対象者 

  (1) 商号又は名称 協和産業株式会社 

  (2) 代表者氏名 北爪 英樹  

  (3) 事務所所在地 群馬県前橋市文京町四丁目２２番２５号 

  (4) 免許証番号 群馬県知事（１６）第５２０号 

 (5) 免許年月日 令和５年７月２６日 
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  (6) 有効期間 令和５年７月２７日から令和１０年７月２６日まで 

６ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 群馬県県土整備部住宅政策課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号  

 

 

 

 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林に指定する予定について、その森林の所有

者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、同法第１８９

条の規定により、通知の内容を桐生市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。 

  令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所及び登記済みの権利者 
 

保安林予定森林の所在場所 登記済みの権利者 備考 

桐生市黒保根町上田沢字吉野入１６８９、字吉野入向１７００の
１から１７００の３まで、甲１７０１、乙１７０１ 

高澤 信之  

同 金子 健次 根抵当権者 

 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

   ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    桐生市黒保根町上田沢字西釜柿甲２１２６、乙２１２６、字吉野入１６８８・１６８９（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、字吉野入向甲１７０１（次の図に示す部分に限る。） 

   イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。 

   エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び桐

生市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  保安林指定予定告示 令和８年２月１７日群馬県告示第３８号 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画用途地域 西部工業団地（第３期）地区、藤岡インターチェンジ西産

■ 公  告 
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業団地（第２期）北地区及び藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）南地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年２月２７日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画地区計画 西部工業団地（第３期）地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年２月２７日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画地区計画 藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）北地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年２月２７日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

藤岡都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 藤岡都市計画地区計画 藤岡インターチェンジ西産業団地（第２期）南地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年２月２７日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び藤岡市都市建設部都市計画課 

 

 

 

 次の宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できないので、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）
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第６７条第１項の規定により、公告する。 

 なお、この公告の日から３０日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同項の規定により当

該宅地建物取引業者の免許を取り消す。 

  令和８年３月１３日 

                                  群馬県知事 山 本 一 太   
 

商号又は名称  代表者氏名 事務所の所在地 免許証番号 免許年月日 

エールホーム株
式会社 

北島慎介 群馬県伊勢崎市宮子町３６
１３番地１３ 

群 馬 県 知 事
（２） 
第７４２０号 

令和３年１１月１６
日 

 

 

 

 

 群馬県警察官及び群馬県警察交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和８年３月１３日 

群馬県公安委員会委員長 久保田 寿 栄   

群馬県公安委員会規則第４号 

   群馬県警察官及び群馬県警察交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する規則の一部を改正する規則 

 群馬県警察官及び群馬県警察交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する規則（昭和４５年群馬県公安委員会

規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（給貸与品の管理） 

第２条 群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則（平成１１年群馬県公安委員会規則第３号）第２

条第２号に規定する所属の長（以下「所属長」という。）は、所属の警察官及び交通巡視員（以下「警察官等」

という。）に対する支給品又は貸与品（以下「給貸与品」という。）に係る状況を別に定めるところにより管理

するものとする。 

第４条を次のように改める。 

（私服勤務者の報告） 

第４条 所属長は、別に定めるところにより、私服勤務者を本部長に報告するものとする。 

第７条第３項中「使用期間の有無を確認のうえ、給貸与品カードに所定事項を記入し、現品とともに」を「別に

定めるところにより、現品を」に改める。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第９条第１項中「き損し、又は滅失した」を「毀損し、若しくは滅失し、又は使用に著しい支障が生じた」に、

「速やかに給貸与品滅失（き損）届（別記様式第５）により」を「別に定めるところにより、速やかに」に改め、

同条第２項中「事故」を「原因」に、「別記様式第６」を「別記様式」に、「加入し、前項の給貸与品滅失（き 

損）届を添えて」を「記入し、別に定めるところにより」に改め、同条第３項中「き損にかかるときは現物を添え

る」を「現品が残存するときは、当該現品を本部長に送付する」に改める。 

別記様式第１から別記様式第５までを削る。 

■ 公安委員会規則 
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                          「             「           

別記様式第６中「第      号」及び「 」を削り、            を             

                                     」              

    「             「    

                                                      

                                           

                」             」   

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示１号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第１号）の一部を次の

ように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月１３日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示２号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第２号）の一部を次の

ように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月１３日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県内水面漁場管理委員会指示３号 

 漁業法第１２０条第１項の規定等による指示（令和４年群馬県内水面漁場管理委員会指示第３号）の一部を次の

ように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月１３日 

群馬県内水面漁場管理委員会会長 松 元 平 吉 

 ２中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 

 

 

 

■ 内水面漁場管理委員会指示 

被支給（貸与） 
者 階 級 氏 名 

 

被支給（貸与）者 
階 級 、 氏 名 

 

滅 失（き損） 
 

の   理   由 

 

申 請 の 理 由 

 

を に、 に改め、同様式を別記様式とする。  

 
」 
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群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
溶
接
事
業
者
検
査
、
定
期
事
業
者
検
査
」
を
「
溶
接
自
主
検
査
、
定

期
自
主
検
査
」
に
、
「
法
定
事
業
者
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
章
の
章
名
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
を
「
法
定
自
主

検
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
を
「
法
定
自
主
検
査
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
定
事
業
者
検
査
の
」
を
「
法
定
自
主
検
査
の
」
に
、
「
当
該
法
定
事
業
者

検
査
」
を
「
当
該
法
定
自
主
検
査
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 

  

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

」 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

に
、 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
 
  

 
  

  
 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

■ 

企
業
管
理
規
程 

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
太
陽

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
太
陽
光
発
電
所

 

西
地
区

 

光
発
電
所

 

ン
タ
ー
太
陽
光
発
電
所
 

東
地
区

 

桐
生
川
発
電
所

 

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
太
陽
光
発
電
所

 

東
地
区
 

西
地
区
 

桐
 

（
高
津
戸
発
電
所
、
小
平
発
電
所
、
東
発
電
所
、
東
第
二
発

電
所
、
沢
入
発
電
所
、
田
沢
発
電
所
、
桐
生
川
発
電
所
及

び
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
太
陽
光
発
電
所
の
運
営
並
び
に
工

事
の
計
画
及
び
実
施
（
管
理
総
合
事
務
所
の
所
管
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
）

 

 

」 

生
川
発
電
所

 

（
高
津
戸
発
電
所
、
小
平
発
電
所
、
東
発
電
所
、
東
第
二
発

電
所
、
沢
入
発
電
所
、
田
沢
発
電
所
及
び
桐
生
川
発
電
所

の
運
営
並
び
に
工
事
の
計
画
及
び
実
施
（
管
理
総
合
事
務

所
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
）

 

に
改
め
る
。 
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 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年３月１３日 

群馬県立桐生特別支援学校長 齋 藤 由 香   

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立桐生特別支援学校スクールバス運行業務委託 １路線 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立桐生特別支援学校職員室 群馬県桐生市菱町二

丁目１９５５番地１ 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年２月１７日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 赤城観光自動車株式会社 群馬県みどり市大間々町大間々６１６番地 

５ 随意契約に係る契約金額 ５５，０００，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号該当 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和８年３月１３日 

群馬県立館林特別支援学校長 岡 田 明 子   

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県立館林特別支援学校スクールバス運行業務委託 ３路線 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立館林特別支援学校事務室 群馬県館林市上三林

町５７９－１ 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和８年２月１３日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 有限会社 北関東観光 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚１２９７－１ 

５ 随意契約に係る契約金額 １９６，１９６，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号該当 
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